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愛知県からの連絡事項 新旧対照表 

新（令和元年度版） 旧（平成３０年度版） 

（略） 

第２（略） 

２ （略） 

 （1） 変更工事の分類について（継続周知 R1年度一部修正）★★★ 

（略） 

工事の種類 左記の根拠条項 丸数字は具体的な事例（■は根拠条文） 

（略） （略） （略） 

（略） （略） （略） 

（略） （略） （略） 

（略） （略） （略） 

（略） （略） （略） 

許可及び届出

の不要な工事 

（略） （略） 

軽微変更通達「１２．

（２）」 

（略） 

⑤貯蔵設備である容器に接続されている高圧

ホース又は金属フレキ管の取替え 

（①～⑤については、愛知県からの連絡事項第

５法第３５条関係４（２）に関連内容の記載あり。） 

（略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） 

第 1 （略） 

２ （略） 

 （1） 変更工事の分類について（継続周知 H30年度一部修正）★★★ 

（略） 

工事の種類 左記の根拠条項 丸数字は具体的な事例（■は根拠条文） 

（略） （略） （略） 

（略） （略） （略） 

（略） （略） （略） 

（略） （略） （略） 

（略） （略） （略） 

許可及び届出

の不要な工事 

（略） （略） 

軽微変更通達「１２．

（２）」 

（略） 

⑤貯蔵設備である容器に接続されている高圧

ホース又は金属フレキ管の取替え 

（①～⑤については、愛知県からの連絡事項

（５）オ（イ）に関連内容の記載あり。） 

（略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略）  
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新（令和元年度版） 旧（平成３０年度版） 

（略） （略） 

（略） 

第５ （略） 

３ 保安検査の申請方法について（継続周知 R１年度一部修正）★★★ 

（略） 

注１～注６ （略） 

注７ 令和元年度は愛知県手数料条例による手数料額の改訂はありませ

ん。 

注８  （略） 

注９ 保安検査の申請書について、前回の保安検査の年月日の欄には実

際に受検した日ではなく基準日を記入してください。 

     例 基準日：令和元年３月 1日 受検日：令和元年 3月４日の場合 

〇 令和元年３月 1日 

         × 令和元年３月 4 日 

（略） 

第９ 危害予防規程の改定について（継続周知 R1年度一部修正）★★★ 

（略） 

これに伴い、令和元年９月１日から高圧ガス保安法第２６条第１項に規定す

る危害予防規程に定める事項が、以下のとおり追加されます。詳細について

は下表「危害予防規程に追加する事項一覧」及び以下の危害予防規程届に

関するホームページをご参照ください。 

（略） （略） 

（略） 

第５ （略） 

３ 保安検査の申請方法について（継続周知 H30 年度一部修正）★★★ 

（略） 

注１～注６ （略） 

注７ 令和元年度は愛知県手数料条例による手数料額の改訂はありませ

ん。 

注８  （略） 

新設 

 

 

 

 

（略） 

第９ 危害予防規程の改定について（H30 年度新規周知）★★★ 

（略） 

これに伴い、平成３１年９月１日から高圧ガス保安法第２６条第１項に規定

する危害予防規程に定める事項が、以下のとおり追加されます。詳細につい

ては下表「危害予防規程に追加する事項一覧」をご参照ください。 
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新（令和元年度版） 旧（平成３０年度版） 

（略） 

参考ホームページ 

愛知県   【https://www.pref.aichi.jp/site/koatsugas/seizou-kigai.html】 

名古屋市 【http://www.city.nagoya.jp/shobo/page/0000095345.html】 

つきましては、当該省令の施工前に同法第２６条第１項の規定による届出を

している事業所については、危害予防規程に定める事項を追加のうえ、令和

元年９月１日から令和２年８月３１日までに変更届を提出してください。 

（略） 

 

（略） 

（新設） 

つきましては、当該省令の施工前に同法第２６条第１項の規定による届出を

している事業所については、危害予防規程に定める事項を追加のうえ、平成

３１年９月１日から平成３２年８月３１日までに変更届を提出してください。 

（略） 

 


